
 

 

版
籍
奉
還
と
廃
藩
置
県 

 

〈
解
読
文
〉 

【
史
料
①
】 

 
 

内
藤
若
狭
守 

今
般
、
版
籍
奉 

還
之
儀
ニ

付
、
深
ク 

時
勢
ヲ

被
為
察
、 

広
ク

公
議
ヲ

被 

為
採
、
政
令
帰 

一
之 

思
食
ヲ

以
テ

、
言 

上
之
通
被 

聞
食
候
事 

 

六
月 

行
政
官 

 

【
史
料
②
】 

 
 

内
藤
若
狭
守 

高
遠
藩
知
事 

被 仰
付
候
事 

明
治
二
年
己
巳
六
月 

〈
読
み
下
し
文
〉 

【
史
料
①
】 

 
 

内
藤
若
狭

わ

か

さ

守 

今
般
、
版
籍

は
ん
せ
き

奉
還

ほ
う
か
ん

の
儀
に
つ
き
、
深
く
時
勢
を
察
せ
ら
れ
、
広
く
公
議
を
採 と

ら

せ
ら
れ
、
政
令

せ
い
れ
い

帰
一

き

い

つ

の
思 お

ぼ

し
召 め

し
を
以
て
、
言

上

ご
ん
じ
ょ
う

の
通
り
聞 き

こ

し
召
さ
れ
候
こ

と 

 

六
月 

行
政
官 

 

【
史
料
②
】 

 
 

内
藤
若
狭
守 

高
遠
藩
知
事
に
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
こ
と 

 

明
治
二
年
己
巳
六
月 

 

〈
用
語
の
解
説
〉 

・
内
藤
若
狭
守
…
最
後
の
高
遠
藩
主
内
藤
頼
直
。 

・
政
令
帰
一
…
政
治
上
の
命
令
や
法
令
を
一
つ
に
す
る
こ
と
。 

・
思
食
（
思
し
召
し
）
…
お
ぼ
し
め
し
。
お
思
い
。
お
考
え
。 

・
聞
食
（
聞
し
召
す
）
…
き
こ
し
め
す
。
お
許
し
に
な
る
。 

・
行
政
官
…
明
治
２
年
、
二
官
六
省
制
で
太
政
官
と
改
称
。 



 

 

 
〈
解
説
〉 

 

新
政
府
は
戊
辰

ぼ

し

ん

戦
争
に
勝
利
を
お
さ
め
、
旧
幕
府
領
や
幕
府
側
に
味
方
し

た
諸
藩
の
領
地
を
没
収
し
た
が
、
そ
れ
以
外
は
依
然
と
し
て
藩
の
支
配
が
続

い
て
い
た
。 

 

明
治
２
（
１
８
６
９
）
年
正
月
、
薩
摩
・
長
州
・
土
佐
・
肥
前
の
藩
主
は

そ
ろ
っ
て
版
籍
奉
還
を
申
し
出
た
。
諸
藩
の
領
地
（
版
）・
領
民
（
籍
）
を
天

皇
に
返
上
す
る
と
い
う
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
藩
も
こ
れ
に
な
ら
っ
た
。
高

遠
藩
は
４
月
２
日
に
願
い
出
て
い
る
。 

６
月
20
日
、
政
府
は
こ
の
請
願
を
許
可
し
、
版
籍
奉
還
が
実
現
し
た
（
史

料
①
）
。
改
め
て
旧
藩
主
を
藩
知
事
（
知
藩
事
）
に
任
じ
て
、
こ
れ
ま
で
通
り

藩
政
に
あ
た
ら
せ
た
。
辞
令
に
は
太
政
官
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
（
史
料
②
）。

版
籍
奉
還
後
、
行
政
官
は
廃
官
と
な
り
、
二
官
六
省
制
の
も
と
太
政
官
に
引

き
継
が
れ
た
。 

藩
知
事
に
は
石
高

こ
く
だ
か

に
か
わ
っ
て
、
そ
の
10
分
の
１
が
家
禄

か

ろ

く

と
し
て
支
給
さ

れ
、
旧
藩
主
は
新
政
府
の
行
政
官
吏
と
な
っ
た
。
藩
行
政
の
実
務
を
担
う
藩

士
も
官
吏
と
な
っ
た
。 

 

同
４
年
７
月
、
政
府
は
詔

書

し
ょ
う
し
ょ

を
発
し
て
廃
藩
置
県
を
断
行
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
高
遠
藩
は
廃
藩
と
な
り
、
高
遠
県
と
な
っ
た
。
同
時
に
内
藤
頼 よ

り

直 な
お

は

藩
知
事
を
免
職
さ
れ
、
11
月
に
高
遠
県
は
筑
摩
県
に
編
入
さ
れ
た
。
旧
藩
知

事
に
は
東
京
移
住
を
命
じ
、
新
た
に
中
央
か
ら
府
知
事
・
県
令
を
任
命
し
た
。

こ
こ
に
国
内
の
政
治
的
統
一
が
完
成
さ
れ
た
。 

 

高
遠
県
の
終

焉

し
ゅ
う
え
ん

に
と
も
な
い
高
遠
城
は
政
庁
と
し
て
の
役
割
を
終
え
た
。

早
速
、
廃
城
の
手
続
き
が
進
め
ら
れ
、
翌
年
２
月
に
新
政
府
の
役
人
へ
城
が

引
き
渡
さ
れ
た
。
城
内
の
建
物
や
樹
木
は
民
間
に
売
却
さ
れ
た
後
、
残
ら
ず

取
り
払
わ
れ
競
売
に
か
け
ら
れ
た
。
東
京
在
住
を
命
ぜ
ら
れ
た
頼
直
は
、
引

き
渡
す
前
に
城
内
の
道
具
類
や
調
度
品
、
武
具
な
ど
を
整
理
処
分
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
領
内
の
神
社
に
武
具
を
奉
納
し
た
ほ
か
、
村
役
人
を
務
め
た
役

筋
の
家
々
な
ど
に
具
足

ぐ

そ

く

・
陣
羽
織

じ

ん
ば

お

り

・
長
柄

な

が

え

な
ど
を
下
賜

か

し

し
て
い
る
。 

 

【
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考
文
献
】 

・
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末
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信
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』
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版
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・
長
野
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立
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編
『
高
遠
藩
の
遺
産 

最
後
の
藩
主
が
残
し
た
も
の
』

〈
令
和
４
年
度
冬
季
企
画
展
〉
長
野
県
立
歴
史
館 


